
議案第６１号資料  街づくり計画部建築指導課・開発指導課  

 

１ 事 業 名 

所沢市建築・開発関係手数料条例の一部改正 

 

２ 事業の概要 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改

正を行うものである。 

 【改正概要】 

  ⑴ 既存住宅における長期優良住宅建築等計画認定申請の制度創設に

伴う審査手数料の新設 

  ⑵ 租税特別措置法及び建築基準法の改正に伴う規定の整備 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

法令の改正に伴うものであり、他の自治体においても同様の条例改正を

予定している。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律、所得税法、租税特別措置法、

建築基準法 

 

６ 事業費及びその財源等 

なし 

 

７ その他 

添付資料 

・新旧対照表 

・所沢市建築・開発関係手数料条例の一部改正に関する概要資料 
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新 旧 
 

議案第６１号 所沢市建築・開発関係手数料条例の一部を改正する条例 

 

別表第２（第２条、第４条関係） 別表第２（第２条、第４条関係） 

建築基準法関係手数料（市長への申請に係るものに限る。） 建築基準法関係手数料（市長への申請に係るものに限る。） 

項 区分 金額 

略 

２８ 法第８５条第６項の規定に

基づく仮設興行場等の建築

の許可の申請に対する審査 

略 

２９ 法第８５条第７項の規定に

基づく特別な仮設興行場等

の建築の許可の申請に対す

る審査 

略 

略 

４２ 法第８７条の３第６項の規

定に基づく用途を変更して

興行場等とする建築物の使

用に係る許可の申請に対す

る審査 

略 

４３ 法第８７条の３第７項の規

定に基づく用途を変更して

特別興行場等とする建築物

の使用に係る許可の申請に

対する審査 

略 

略 
 

項 区分 金額 

略 

２８ 法第８５条第５項の規定に

基づく仮設興行場等の建築

の許可の申請に対する審査 

略 

２９ 法第８５条第６項の規定に

基づく特別な仮設興行場等

の建築の許可の申請に対す

る審査 

略 

略 

４２ 法第８７条の３第５項の規

定に基づく用途を変更して

興行場等とする建築物の使

用に係る許可の申請に対す

る審査 

略 

４３ 法第８７条の３第６項の規

定に基づく用途を変更して

特別興行場等とする建築物

の使用に係る許可の申請に

対する審査 

略 

略 
 

別表第４（第２条関係） 別表第４（第２条関係） 

租税特別措置法関係手数料 租税特別措置法関係手数料 

項 区分 金額 

１ 租税特別措置法（ 略 略 

項 区分 金額 

１ 租税特別措置法（ 略 略 

-
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 以下この表におい

て「法」という。

）第２８条の４第

３項第５号イ若し

くは第６３条第３

項第５号イ若しく

は第３１条の２第

２項第１４号ハ若

しくは第６２条の

３第４項第１４号

ハ又は第２８条の

４第３項第７号イ

若しくは第６３条

第３項第７号イに

規定する宅地の造

成が優良な宅地の

供給に寄与するも

のであることにつ

いての認定の申請

に対する審査 

 

 

 

 

  

２ 法第２８条の４第

３項第６号若しく

は第６３条第３項

第６号若しくは第

３１条の２第２項

第１５号ニ若しく

は第６２条の３第

４項第１５号ニ又

は第２８条の４第 

略 略 

 以下この表におい

て「法」という。

）第２８条の４第

３項第５号イ、第

６３条第３項第５

号イ若しくは第

６８条の６９第３

項第５号イ若しく

は第３１条の２第

２項第１４号ハ若

しくは第６２条の

３第４項第１４号

ハ又は第２８条の

４第３項第７号イ

、第６３条第３項

第７号イ若しくは

第６８条の６９第

３項第７号イに規

定する宅地の造成

が優良な宅地の供

給に寄与するもの

であることについ

ての認定の申請に

対する審査 

  

２ 法第２８条の４第

３項第６号、第

６３条第３項第６

号若しくは第６８

条の６９第３項第

６号若しくは第

３１条の２第２項

第１５号ニ若しく

は第６２条の３第 

略 略 
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 ３項第７号ロ若し

くは第６３条第３

項第７号ロに規定

する住宅の新築が

優良な住宅の供給

に寄与するもので

あることについて

の認定の申請に対

する審査 

 

 

 

 

  

略 
 

 ４項第１５号ニ又

は第２８条の４第

３項第７号ロ、第

６３条第３項第７

号ロ若しくは第

６８条の６９第３

項第７号ロに規定

する住宅の新築が

優良な住宅の供給

に寄与するもので

あることについて

の認定の申請に対

する審査 

  

略 
 

別表第６（第２条関係） 別表第６（第２条関係） 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料  長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料 

項 区分 金額 

１ 長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律（以下この表

において「法」と

いう。）第５条第

１項から第７項ま

での規定に基づく

長期優良住宅建築

等計画又は長期優

良住宅維持保全計

画の認定の申請に

対する審査（２の

項に規定する審査

を除く。） 

⑴ 住宅の品質確保の促進等に関する法

律（平成１１年法律第８１号）第６条

の２第３項の確認書若しくは同条第４

項の住宅性能評価書（いずれも法第６

条第１項第１号に掲げる基準に適合し

ているものに限る。）又はこれらの写

しが提出された場合 

 ア 一戸建ての住宅 

新築の場合 8,000円 

増築又は改築の場合 13,000円 

建築を伴わない場合 13,000円 

イ 共同住宅等（共同住宅、長屋その

他の一戸建ての住宅以外の住宅をい

う。以下この項において同じ。）  

次に掲げる共同住宅等の床面積の合

計（申請に係る住戸を含む一の建築 

 

 

項 区分 金額 

１ 長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律（以下この表

において「法」と

いう。）第５条第

１項から第５項ま

での規定に基づく

長期優良住宅建築

等計画の認定の申

請に対する審査

（２の項に規定す

る審査を除く。） 

⑴ 住宅の品質確保の促進等に関する法

律（平成１１年法律第８１号）第６条

の２第３項の確認書若しくは同条第４

項の住宅性能評価書（いずれも法第６

条第１項第１号に掲げる基準に適合し

ているものに限る。）又はこれらの写

しが提出された場合 

 ア 一戸建ての住宅 

新築の場合 8,000円 

増築又は改築の場合 13,000円 

 

イ 共同住宅等（共同住宅、長屋その

他の一戸建ての住宅以外の住宅をい

う。以下この項において同じ。）  

次に掲げる共同住宅等の床面積の合

計（申請に係る住戸を含む一の建築 
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  物の床面積の合計をいう。⑵イにお

いて同じ。）の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 
  (ア) 500平方メートル以内のもの 

新築の場合 17,000円 

増築又は改築の場合 25,000円 

建築を伴わない場合 25,000円 

  (イ) 500平方メートルを超え1,000平

方メートル以内のもの 

新築の場合 28,000円 

  増築又は改築の場合 42,000円 

建築を伴わない場合 42,000円 

  (ウ) 1,000平方メートルを超え2,500

平方メートル以内のもの 

新築の場合 52,000円 

増築又は改築の場合 78,000円 

建築を伴わない場合 78,000円 

(エ) 2,500平方メートルを超え5,000

平方メートル以内のもの 

  新築の場合 78,000円 

増築又は改築の場合 118,000円 

建築を伴わない場合 118,000円 

(オ) 5,000平方メートルを超え10,000

平方メートル以内のもの 

新築の場合 115,000円 

  

 

増築又は改築の場合 173,000円 

建築を伴わない場合 173,000円 

(カ) 10,000平方メートルを超え 

20,000平方メートル以内のもの 

新築の場合 199,000円 

増築又は改築の場合 300,000円 

建築を伴わない場合 300,000円 

  (キ) 20,000平方メートルを超え 

  物の床面積の合計をいう。⑵イにお

いて同じ。）の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 
  (ア) 500平方メートル以内のもの 

新築の場合 17,000円 

増築又は改築の場合 25,000円 

 

  (イ) 500平方メートルを超え1,000平

方メートル以内のもの 

新築の場合 28,000円 

  増築又は改築の場合 42,000円 

 

  (ウ) 1,000平方メートルを超え2,500

平方メートル以内のもの 

新築の場合 52,000円 

増築又は改築の場合 78,000円 

 

(エ) 2,500平方メートルを超え5,000

平方メートル以内のもの 

  新築の場合 78,000円 

増築又は改築の場合 118,000円 

 

(オ) 5,000平方メートルを超え10,000

平方メートル以内のもの 

新築の場合 115,000円 

  

 

増築又は改築の場合 173,000円 

 

(カ) 10,000平方メートルを超え 

20,000平方メートル以内のもの 

新築の場合 199,000円 

増築又は改築の場合 300,000円 

 

  (キ) 20,000平方メートルを超え 
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30,000平方メートル以内のもの 

新築の場合 257,000円 

増築又は改築の場合 386,000円 

建築を伴わない場合 386,000円 

(ク) 30,000平方メートルを超えるも

の 

新築の場合 300,000円 

増築又は改築の場合 451,000円 

建築を伴わない場合 451,000円 

⑵ ⑴以外の場合 

ア 一戸建ての住宅 

 新築の場合 57,000円 

増築又は改築の場合 85,000円 

建築を伴わない場合 85,000円 

  イ 共同住宅等 次に掲げる共同住宅

等の床面積の合計の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

(ア) 500平方メートル以内のもの 

新築の場合 127,000円 

増築又は改築の場合 194,000円 

建築を伴わない場合 194,000円 

  (イ) 500平方メートルを超え1,000平

方メートル以内のもの 

   新築の場合 200,000円 

   増築又は改築の場合 306,000円 

   建築を伴わない場合 306,000円 

  (ウ) 1,000平方メートルを超え2,500

平方メートル以内のもの 

   新築の場合 389,000円 

   増築又は改築の場合 599,000円 

   建築を伴わない場合 599,000円 

(エ) 2,500平方メートルを超え5,000

平方メートル以内のもの 

30,000平方メートル以内のもの 

新築の場合 257,000円 

増築又は改築の場合 386,000円 

 

(ク) 30,000平方メートルを超えるも

の 

新築の場合 300,000円 

増築又は改築の場合 451,000円 

 

⑵ ⑴以外の場合 

ア 一戸建ての住宅 

 新築の場合 57,000円 

増築又は改築の場合 85,000円 

 

  イ 共同住宅等 次に掲げる共同住宅

等の床面積の合計の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

(ア) 500平方メートル以内のもの 

新築の場合 127,000円 

増築又は改築の場合 194,000円 

 

  (イ) 500平方メートルを超え1,000平

方メートル以内のもの 

   新築の場合 200,000円 

   増築又は改築の場合 306,000円 

 

  (ウ) 1,000平方メートルを超え2,500

平方メートル以内のもの 

   新築の場合 389,000円 

   増築又は改築の場合 599,000円 

 

(エ) 2,500平方メートルを超え5,000

平方メートル以内のもの 
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     新築の場合 692,000円 

   増築又は改築の場合 1,068,000円 

   建築を伴わない場合 1,068,000円 

  (オ) 5,000平方メートルを超え10,000

平方メートル以内のもの 

   新築の場合 1,185,000円 

   増築又は改築の場合 1,832,000円 

   建築を伴わない場合 1,832,000円 

  (カ) 10,000平方メートルを超え 

20,000平方メートル以内のもの 

   新築の場合 2,187,000円 

   増築又は改築の場合 3,384,000円 

   建築を伴わない場合 3,384,000円 
(キ) 20,000平方メートルを超え 

30,000平方メートル以内のもの 

   新築の場合 3,123,000円 

   増築又は改築の場合 4,832,000円 

   建築を伴わない場合 4,832,000円 

  (ク) 30,000平方メートルを超えるも

の 

   新築の場合 3,824,000円 

   増築又は改築の場合 5,919,000円 

   建築を伴わない場合 5,919,000円 

略 

３ 法第８条第１項の

規定に基づく長期

優良住宅建築等計

画又は長期優良住

宅維持保全計画の

変更の認定の申請

に対する審査（４

の項に規定する審

査を除く。） 

略 

     新築の場合 692,000円 

   増築又は改築の場合 1,068,000円 

 

  (オ) 5,000平方メートルを超え10,000

平方メートル以内のもの 

   新築の場合 1,185,000円 

   増築又は改築の場合 1,832,000円 

 

  (カ) 10,000平方メートルを超え 

20,000平方メートル以内のもの 

   新築の場合 2,187,000円 

   増築又は改築の場合 3,384,000円 

 
(キ) 20,000平方メートルを超え 

30,000平方メートル以内のもの 

   新築の場合 3,123,000円 

   増築又は改築の場合 4,832,000円 

 

  (ク) 30,000平方メートルを超えるも

の 

   新築の場合 3,824,000円 

   増築又は改築の場合 5,919,000円 

 

略 

３ 法第８条第１項の

規定に基づく長期

優良住宅建築等計

画の変更の認定の

申請に対する審査

（４の項に規定す

る審査を除く。） 

 

 

略 
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略 
 

   

略 
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認定申請において審査する技術的基準の項目 

①耐震性 ②維持管理・更新の容易性 ③省エネルギー対策 ④劣化等級 ⑤劣化対策 

⑥維持保全計画 ⑦住戸面積 ⑧居住環境 ⑨災害配慮 

所沢市建築・開発関係手数料条例の一部改正に関する概要資料 

長期優良住宅建築等計画の認定申請の審査手数料の新設等の概要 

 

１．条例改正事項 

別表第２ 建築基準法関係（令和４年５月３１日施行） 

○ 建築基準法第８５条及び第８７条の３における項ずれ関連の改定 

 

別表第４ 租税特別措置法関係（令和４年４月１日施行） 

○ 連結法人に係る規定の削除に伴う該当条項の削除 

 

別表第６ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係（令和４年１０月１日施行予定） 

○ 既存住宅における認定申請制度の創設に伴う審査手数料の新設→２.法改正の概要へ 

 

２． 法改正の概要 

優良な既存住宅に対する認定制度の新設（長期優良法第５条第６項） 

 

 

 

◎一戸建ての住宅の場合における審査手数料（住宅性能表示制度等の審査を活用した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎メリット 

長期優良住宅の認定を受けた場合：固定資産税、所得税、登録免許税、不動産取得税の減額 

                   （既存住宅については、所得税の減額のみ対象） 

手数料 

(建築行為なし) 

13,000円 

既存住宅 

新設 

維持保全計画 

認定 

 

新築 

手数料 

8,000円 

 

増改築 

手数料 

13,000円 

建築計画＋維持保全計画 

認定 

長期使用構造等に該当する既存住宅について、建築行為なしで長期優良住宅の認定が可能と

なる制度の創設 
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